
第６章 道路舗装に関する設計基準 
                                 

6.1 道路舗装について 
     
6.1.1 道路舗装の機能 
 

道路舗装の果たす機能としては、 
① 路面に緻密な層を設けることにより、雨天時の路面の泥濘化や乾燥時の砂塵を防止

し、快適性を保持すること。 
② 路面の平坦性を良好にするとともに適度のすべり抵抗性を持たせることにより、車両

通行時や歩行時の快適性や安全性を向上させること。 
③ 周辺の環境に適合した舗装材料を使用することにより、良好な道路景観や沿道環境

を創出すること。 
 
等があげられる。 

     さらに、道路舗装が有するこれらの機能を交通の用に供しながら相当期間にわたり維持し

ていくためには、交通荷重および降雨や日照など自然条件の作用に対する耐久性を確保す

ることが必要である。そのためには、舗装の基礎となる路床がこれらの荷重を十分支持できる

よう、適切な構造の舗装を構築し、表層からの交通荷重を分散するとともに、温度変化や降

雨などの自然環境の作用に耐えることができるように舗設する必要がある。 
     舗装の機能の分類について、図 6.1.1に示す。 
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図 6.1.1 舗装機能の分類 
出典：語り継ぐ舗装技術（鹿島出版会） 

 
6.1.2 道路舗装の種類 
 

道路舗装を大別すると、アスファルト系の表層を持つ舗装（アスファルト舗装）とコンクリート

版を表層に持つ舗装（セメントコンクリート舗装）とに分けられる。 
このほか、両者の中間に位置するものとしてコンポジット舗装がある。これは、コンクリート版

による基層あるいは路盤の上にアスファルト系の表層を舗設したもので、外見ではアスファル

ト系に、構造設計的にはコンクリート系の舗装として扱われる。 
    舗装のうち、アスファルト系の舗装の道路舗装に占める割合は、自動車の増大、石油産業

の進展に伴って高くなり、日本においては昭和 30年代以降 90%を超える比率となっている。
また、自動車交通時代に合わせるように、道路舗装も新たな局面を迎え、従来の防塵、平坦
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性、支持力確保等の要求品質だけでなく、高速道路の出現による安全性、快適性（乗心地）

が追求され、道路の線形改良とともに舗装路面の高級化が要求されるようになった。 
 

6.1.3 道路舗装の構成 
 

 アスファルト舗装とセメントコンクリート舗装の標準断面図を図 6.1.2に示す。 
 

上層路盤(base course) 、粒度調整砕石

下層路盤(subbase course)、切込砂利
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図 6.1.2 基本的な舗装構造 

 
６．２ 道路舗装設計について 
 
6.2.1 道路舗装設計の考え方 

 
 道路舗装設計における最重要要素は、 

○ 交通荷重 
○ 交通量 
○ 路床の支持力 

     であり、舗装の設計は通常次のように行われる。 
 
（１）アスファルト舗装 

①交通量と路床の支持力に応じ舗装厚を決める。 
②表層と基層および路盤の厚さの配分を決める。 
③設計期間は一般に 10年。 
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（２）セメントコンクリート舗装 
①必要な路盤の支持力を得るために、路床の支持力に応じて路盤材料と厚さを決める。 
②交通量に応じてコンクリート版厚を決める。 
③目地間隔を決める。 
④目地部および縁部を鉄筋で補強する。 
⑤設計期間は一般に 20年。 

      
6.2.2 道路舗装設計基準（舗装要綱）の変遷 
 

日本における舗装技術基準を統一してまとめた最初のものとしては、1950 年（昭和 25
年）に刊行された「アスファルト要綱」であった。 

   その内容は、アメリカのアスファルト協会（Asphalt Institute）が編集した 1947 年版ハ
ンドブックを台本として、わが国における経験と固有の条件を加味して作成されたものであ

る。 
   その後、官民の舗装技術者達の手によって激増する自動車交通量と道路利用者のニ

ーズの変化に対応するため、新たな技術開発、諸外国の有用な経験や設計法が適宜取り

入れられ、要綱類は順次改訂されてきた。 
 

 表 6.2.1 舗装要綱類の発刊、改訂履歴 
年代 セメントコンクリート

舗装要綱
アスファルト舗装
要綱

簡易舗装要綱 道路維持修繕要綱 技術指針類

1950（昭和25） 初版：昭和25年版

1955（昭和30） 初版：昭和25年版

1960（昭和35） 昭和39年版 昭和36年版 初版：昭和39年版 道路技術基準（昭和36年）（建設省道路局）

1965（昭和40） 昭和42年版 初版：昭和41年版

1970（昭和45） 昭和47年版 昭和46年版

1975（昭和50） 昭和50年版
昭和53年版

昭和50年版
昭和54年版

昭和53年版 アスファルト混合所便覧（昭和50年）

1980（昭和55） 昭和59年版 舗装廃材再生利用技術指針（案）（昭和59年）
路上再生路盤工法技術指針（案）（昭和59年）

1985（昭和60） 昭和63年版 路上表層再生工法技術指針（案）（昭和62年）
舗装試験法便覧（昭和63年）

1990（平成2） 平成4年版 転圧コンクリート舗装技術指針（案）（平成2年）
プラント再生舗装技術指針（平成4年)

1995（平成7） 舗装試験法便覧別冊（平成8年）
排水性舗装技術指針（案）（平成8年）
アスファルト混合所便覧（平成8年）

                                  出典：語り継ぐ舗装技術（鹿島出版会） 
 
6.2.3 道路舗装設計方法の変遷 

 
（１）路床の定義の変遷 

路床の定義について、セメントコンクリート舗装については舗装要綱の初版（1955年） 
から、アスファルト舗装については、舗装要綱の初版（1950年）から、それぞれ今日に 
至るまでの変遷について表 6.2.2に示す。 
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表 6.2.2 路床の定義の変遷 

出典：語り継ぐ舗装技術（鹿島出版会） 
 

（２）交通荷重の取扱い 
交通荷重および交通量区分と、それぞれの時代における自動車保有台数を対比したも

のを図 6.2.3に示す。 
 

表 6.2.3 自動車保有台数の推移と交通量区分 

出典：語り継ぐ舗装技術（鹿島出版会） 
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（３）セメントコンクリート舗装の設計方法の変遷 
セメントコンクリート舗装の設計方法の変遷を表 6.2.4に示す。 

表 6.2.4 セメントコンクリート舗装の設計方法の変遷 
＼発行年 昭和 30年 昭和 39年 昭和 47年 昭和 59年 
交通量の評価 (区
分) 

荷重：交通調査に基づ
いて現在および将来の
交通量および交通車
両の重量の増加をも考
え、設計荷重群を決め
る。 

単価区間自動車交通
量(台／日、全車線)  
Ⓐ 2,000未満 
Ⓑ 2,000～7,500 
Ⓒ 7,500以上 

大型車交通量 
(台／日、方向)  
Ⓐ 250未満 
Ⓑ 250～1,000 
Ⓒ 1,000～3,000 
Ⓓ 3,000以上 

大型車交通量 
(台／日、方向)  
Ⓛ 100未満 
Ⓐ 100～250  
Ⓑ 250～1,000 
Ⓒ 1,000～3,000 
Ⓓ 3,000以上 

路床の定義 路床に関する飛ぶ別な
記述はない。 

路床は舗装の厚さを決
定する基礎となる土の
部分で、ほぼ均一な厚
さを 1mの層をいう。 

路床は舗装の下約１ｍ
の土の部分をいう。 

同左 

舗装の設計式 シーツの隅角公式 ビケットの隅角公式 
シーツの隅角公式 
縁部応力に着目した土
研式 

縁部応カに着目した土
研式 

同左 

路盤の強度とコンク
リート強度 

荷重、路盤の支持力係
数、舗装の耐用年数、
コンクリートの強度を決
める。 

支 持 力 係 数 Ｋ 30 が
15kgf/cm3程度で、設
計曲げ強度 45kgf/cm2

程度の場合、単位区間
自動車交通量(台／日
／2 車線) に対し、以
下の版厚とする。 

設計に用いる路盤の支
持 力 係 数 Ｋ 30 は
20kgf/cm3を標準とす
る。 
路盤の厚さは 15cm 以
上とする。 
コンクリートの設計曲げ
強度：45kgf/cm2

路盤面の支持力をＢ、
Ｃ 、 Ｄ交通ではＫ＝
20kgf/cm3、Ｌ、Ａ交通
ではＫ＝15kgf/cm3と
する。 
コンクリートの設計曲げ
強 度 ： 45kgf/cm2 、
40kgf/cm2(下表では
( )内に厚さを示す) 

コンクリート版厚 曲げ強度と安全率から
設計式より算出 

Ⓐ 20cm 
Ⓑ 23cm 
Ⓒ 25cm 

Ａ交通 25cm 
Ｂ交通 25cm 
Ｃ交通 25cm 
Ｄ交通 30cm 

Ｌ交通 15(20)cm 
Ａ交通 20(25)cm 
Ｂ交通 25cm 
Ｃ交通 28cm 
Ｄ交通 30cm 

目地間隔 縦目地:3～4.5ｍ 
膨張目地：15～30ｍ 
収縮目地：4.0～6.0ｍ 

縦目地：車線幅に等し
くとる。 
膨張目地：60～120ｍ
(施工時期、温暖な場
合) 
30～60ｍ（寒冷な場
合） 
横収縮目地：6～10ｍ
で、できるだけ大きな
値、鉄網を使用しない
場合は 5ｍ以下 

縦目地：車線幅に等し
く、5ｍ以上にしない。 
膨張目地：80～240ｍ
(4～11月施工) 
40～80ｍ（12～3 月施
工） 
横収縮目地：7.5ｍ、8
ｍ、10ｍを標準 

縦目地：同左 
膨 張 目 地 ： 版 厚
15.20cm のとき 60～
120ｍ(冬)、120～240
ｍ(夏)、版厚 25ｍ以上
の と き 120～ 240 ｍ
（冬）、240～480ｍ(夏) 
横 収 縮 目 地 ： 版 厚
25cm 未満で 8ｍ、版
厚 254cm以上で 10ｍ 

目地構造 縦目地。タイバー有、
無し 
横目地：スリップバー
有、無 

タイバー、スリップバー
有 

同左 同左 

ダウエルバー（スリ
ップバー）の大きさ 

( φ 19,22,25mm) ×
(40～60cm)チェア無 

膨 張 目 地 ： ( φ
22,25mm)×60cm 
収 縮 目 地 ： ( φ
16,19mm)×60cm 

膨張目地：φ28mm×
70cm 
収縮目地：φ25mm×
70cm 

同左 

ダイバーの大きさ ( φ 13mm × (1 ～
1.2m)丸鋼 

φ 13mm × 1 ｍ 、 φ
16mm×1ｍ 

φ22mm×1ｍ 同左 

鉄網 地盤のよくない箇所で
使用することが望まし
い 
目的：ひび割れの開き
防止 
ひび割れ部の段違い
防止 

鉄網の使用を原則とす
る。 
鉄網の鉄筋はφ6～
8mmの丸鋼または異
形棒鋼で 3kg/m2を標
準 

鉄網の使用を原則とす
る。 
鉄網量は 3kg/m2を標
準とし、通常φ6mmの
丸鋼または異形棒鋼を
使用 

鉄網の使用を原則とす
る。 
鉄網量は 3kg/m2を標
準とし、通常φ6mmの
異形棒鋼を使用 

縁部補強  縁部約 40cm の部分と
は、鉄網の間隔を 1/2
とする 

縦縁部にφ13mm の
異形棒鋼３本を鉄網に
結束する。 

同左 

出典：語り継ぐ舗装技術（鹿島出版会） 
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（４）アスファルト舗装の設計方法の変遷   
アスファルト舗装の設計方法の変遷を表 6.2.5に示す。 

 
表 6.2.5 アスファルト舗装の設計方法の変遷 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

出典：語り継ぐ舗装技術（鹿島出版会） 
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（５）その他 
  平成 13年 4月の「道路構造令」の改正により、「環境負荷の少ない舗装の導入及び舗装の
構造基準の性能規定化」が明文化された。これに関する具体的な内容は以下のとおり。 

○道路交通騒音の低減、集中豪雨時における都市型水害の発生抑制等に資する「透水

性」舗装を都市部の道路に導入する。 
     ○舗装材料の進展を踏まえ、舗装材の種類による仕様規定を改め、材質を問わず所用

の性能を満たせばよいこととする性能規定とする。 
 
６．３ その他の道路舗装 
 
6.3.1 橋面舗装 
 
    橋面舗装は車両を快適に走行させる目的と同時に、橋梁の床版をより寿命長く保護するこ 

とを目的とする。また、橋梁の死荷重を軽減させるために薄く施工することが多く、一般舗装

よりも過酷な品質を要求される。 
 橋面舗装としては、コンクリート床版、鋼床版ともに加熱アスファルト混合物、グースアスファ

ルトによる舗装が一般に用いられることが多い。舗装厚は床版面上 6～8cmが一般的である
が、床版面と舗装を接着させるための接着層、防水効果を高めるための防水層を設けること

もある。 
 橋面舗装は一般に床版の不陸を考慮して 2層施工するのが一般的である。表層には密粒
度アスファルトコンクリート、密粒度ギャップアスファルトコンクリートを用い、レベリング層（平

均厚さ 3～5cm）には、粗粒度アスファルトコンクリートや密粒度アスファルトコンクリートなどを
用いる。 
 加熱アスファルト混合物による橋面舗装の例を図 6.3.1に示す。 
 

図 6.3.1 加熱アスファルト混合物による橋面舗装の例 
        

6.3.2 排水性舗装 
 
    排水性舗装は透水性のアスファルト混合物を車道表層に適用した機能性舗装のひとつで、

降雨時の水はね防止、すべり抵抗性の維持、視認性の向上による走行安全性の確保、さら

に交通騒音の低減を併せ持つ舗装である。歩道舗装などに用いられる透水性舗装と表層部
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の機能は似ているが、排水性舗装では舗装体としての耐久性を得るため、表層の下に不透

水層を設けて、雨水を路側に排水する構造としている。 
     図 6.3.2に排水性舗装の舗装構成を示す。 
 

 
図 6.3.2 排水性舗装の舗装構成（横断図） 

  
6.3.3 歩道舗装 
 
     歩道の舗装は、昭和 42年版のアスファルト舗装要綱に初めて記載された。 
     舗装材料として30cm角のコンクリート平板などが多く使用されていたが、アスファルト舗装
が増加してきたことに対応し、歩道部でのアスファルト舗装の構造が示された。 

    歩道や自転車道は車道部に比較して載荷重が著しく軽いため、車道のような構造設計は

行わない。路床の支持力をほぼ CBR3%程度と想定し、表層材料の施工性や均一性を保持
するための路盤厚や材料を定めている。構造は、一般に路床上に砂を 4～10cm程度敷きな
らした後、切込み砕石または切込み砂利を 6～10cm程度置き、その上に加熱アスファルト混
合物で厚さ 3～4cmの表層としている。 

    歩道の舗装は施行幅が狭いため一般に人力施工になるので、十分な平坦性がとれるよう

に表層厚を 3～4cm とした。ブロック舗装についても同様である。 
    昭和 50年版には自転車道が追加された。路盤は敷き砂を砕石に置き換え、砕石 10cmの

1層施工と変更した。 
    昭和 53 年版では、歩道と自転車道が分離された。歩道の対象を一般の道路だけでなく、
橋梁の歩道部や歩道橋にも広げ、コンクリート舗装、コンクリート平板舗装、鋪石舗装や樹脂

系材料を用いる例が示された。ここで透水性舗装が初めて登場している。 
    この頃より、歩道の持つべき機能としての美観、すべり抵抗性が加えられた。 
    昭和 63 年版では、その対象を歩道、自転車歩行車専用道路、歩行者専用道路、公園内
の道路および広場などに広げ、歩行者系道路舗装として体系的に整理されている。その適

用に応じて一般部と橋梁部に分け、それぞれの構造設計、舗装構成などが示された。表層

材料は舗装構造および使用材料の違いにより分類し、目的に合わせて選定できるようにして

いる。 

 106



    平成 4 年版で、「安全で快適な歩行性」が強調され、適度な弾力性、すべり抵抗性および
路面の排水性の重要性が示され、舗装材料のすべり抵抗性に関して BPN(British 
Portable skid resistance Number:英国のポータブルスキッドレジスタンステスターによって
測定した路面のすべり抵抗値)で 40 以上（湿潤状態）が望ましいという目標値が初めて提示
された。 

    図 6.3.3に歩道舗装の構成を、図 6.3.4に透水性舗装の構成をそれぞれ示す。  
      

 

 
図 6.3.3 歩道舗装の構成 

（〔 〕内は管理用車両の乗入れを許容する場合の値） 
出典：語り継ぐ舗装技術（鹿島出版会） 
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図 6.3.4 透水性舗装の構成 

 
6.3.4 簡易舗装 
 
（１） 概要 

表 6.3.1 に簡易舗装の道路延長の推移を示す。これを見ると、簡易舗装は市町村道の占
める割合が圧倒的に多く、幹線道路の道路舗装が最優先であった昭和 40 年代を除いて、
そのシェア拡大し続け、現在は 9割を占めている。 
また、日本における道路舗装延長の 68%が簡易舗装であることから、これらが舗装率向上
に寄与するところが極めて大きなものとなっている。 

 
簡易舗装要綱は 1964（昭和 39）年に初版が刊行され、その後 1971（昭和 46）年、1975

（昭和 50）年、1979（昭和 54）年に改訂されている。 
簡易舗装の適用に当たっては、設計上では次の条件を満たすことが必要とされる。 

 
① 自動車交通が少なく、かつ重車両が少ないこと。 
② 路面は両側の最高水位より 30cm高く、排水条件が良好であること。 
特に、人家連担区間にあっては側溝が整備されていること。 
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表 6.3.1 簡易舗装の道路種別延長の推移 

  一般国道 都道府県道 市町村道 計 

年 km km km km

1960(昭 35) 379 (4) 3,741 (38) 5,782 (58) 9,902 (100)

1965(昭 40) 426 (2) 3,244 (14) 18,986 (84) 22,656 (100)

1970(昭 45) 2,374 (3) 16,894 (24) 52,402 (73) 71,670 (100)

1975(昭 50) 4,784 (2) 42,567 (21) 152,367 (76) 199,718 (100)

1980(昭 55) 4,905 (1) 55,103 (17) 270,489 (82) 330,497 (100)

1985(昭 60) 6,222 (1) 58,457 (13) 374,231 (85) 438,910 (100)

1990(平 2) 5,154 (1) 57,806 (11) 462,559 (88) 525,519 (100)

1995(平 7) 6,315 (1) 52,854 (9) 512,190 (90) 571,359 (100)

1998(平 10) km km km km

簡易舗装(A) 5,769 (1) 51,044 (9) 535,171 (90) 591,984 (100)

全舗装(B) 52,982 (6) 120,704 (14) 693,765 (80) 867,451 (100)

(A)/(B) 11% 42% 77% 68% 

注) 道路統計年報による。（ ）内は構成比％     

出典：語り継ぐ舗装技術（鹿島出版会） 
       
（２）舗装構造 

      簡易舗装は表層と路盤から構成され、在来砂利層は一般に下層路盤に含まれる。表層は

厚さ 3～4cm で、積雪地域でタイヤチェーンによる摩耗が懸念されるときは表層を厚くする場
合がある。 
   昭和 39 年版では表層厚は 3～4cm を原則としたが、昭和 46 年版の改訂で路盤を瀝青
安定処理するときは表層厚を 2.5cm とすることができるとし、さらに交通量の少ない路線では、
将来、表層を設けることを前提に上層路盤が瀝青処理の場合は表面処理を施して交通開放

できるとした。 
   また、簡易舗装は大型車交通量が少ない路線に適用するため、設計にあたっては交通量

区分は設けず、路床の設計 CBR に基づいて舗装厚を決定した。交通量は 1,000 台／日・
両方向を想定している。 
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6.3.5  その他の舗装 
 

（１） 連続鉄筋コンクリート舗装(Continuously Reinforced Concrete Pavement) 
連続鉄筋コンクリート舗装は、連続した縦方向鉄筋を用いて、コンクリート版の横目地

（施工目地は除く）をすべて省略し、目地による振動や騒音の軽減あるいは平坦性の改善

による走行性の向上等の目的で用いられる舗装である。このひび割れを縦方向鉄筋によ

り分布させ、個々のひび割れ幅を狭く保とうとするものである。 
版厚は一般に 20～25cm で鉄筋の設置位置はコンクリート版表面から版厚の 1／3 程

度とする。 
 

（２） プレストレストコンクリート舗装(Prestressed Concrete Pavement) 
プレストレストコンクリート舗装は、コンクリート版にあらかじめプレスレスを導入することに

よって、版厚（通常 15cm 程度）を増さずに構造的に強い版とするものである。この舗装は

たわみ性があるため、軟弱な路床の区間やトンネルからの湧水により、路盤の支持力低下

が懸念されるような区間、また、海外では空港舗装に用いられている場合もある。 
 

（３） 鋼繊維補強コンクリート舗装 
鋼繊維補強コンクリート舗装は、長さ 30mm、断面積 0.5mm2程度の鋼繊維を容量比

で 1～2%程度コンクリートに均一に混入して、曲げ強度やひび割れ抵抗性を高めたコンク
リート舗装である。 
 

（４） 転圧コンクリート舗装(Roller Compacted Concrete Pavement) 
転圧コンクリート舗装は、通常の舗装用コンクリートから単位水量を減らしたゼロスランプ

の硬練りコンクリートを用いた舗装である。 
    この転圧コンクリートの特徴は、セメントおよび水野の使用量が少なくて済むため、硬化

乾燥収縮が小さく、目地間隔の拡大あるいは省略が可能である。混合物の取扱いが容易

で、アスファルト混合物用の施工機械（アスファルトフィニッシャー、タイヤローラー等）が準

用できる。骨材の噛み合わせが良いため、初期耐荷力があって、早期交通開放が可能で

ある。 
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第７章  交通安全施設に関する設計基準 
 
7.1 交通安全施設について 
 
   交通安全施設とは、道路利用者が安全に道路を通行するために設置される施設で、広く、

道路標識、区画線（ライン）、立体横断施設（横断歩道橋等）、防護柵（ガードレール、ガードパ

イプ等）、道路照明、視線誘導標、道路反射鏡、視覚障害者誘導用ブロック等が含まれる。 
   これらの施設の設置にあたっては、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」（昭和

35年総理府 建設省令）に基づき策定されている施設毎の「基準」によって行われている。 
   各施設について以下に述べる。 
     
7.2 歩道・自転車道 
 
7.2.1 歩道 
 
   1919（大正 8）年制定の道路構造令には歩道に関する規定はなく、1958（昭和 33）年の道
路構造令に市街部の道路への歩道の設置が初めて規定された。 

     1970（昭和 45）年には、「第４種（第４級を除く）の道路（自転車北車道を設ける道路は除く）
または自転車道を設ける第３種もしくは第４種４級の道路にはその各側に歩道を設けるものとす

る」と改正され、自動車専用道を除く道路全般に歩道の設置が規定された。 
    歩道の構造については、1964（昭和 39）年に「歩道の改良と歩道橋の設計基準」（建設省
都市局長、道路局長通達）で、路面を車道より、主要な道路で 20cm、その他の道路で 15cm
高くすることが定められた。 
   1973（昭和 48）年には、「歩道および立体横断施設の構造について」（同通達）により、身障
者等の交通の安全と利便を図るために、歩道等の切下げに関する標準的な構造が定められた。

続いて、1985（昭和 60）年には、視覚障害者の利便性を向上するために「視覚障害者誘導ブ
ロック設置指針」（建設省都市局街路課長、道路局企画課長通達）が定められている。 

   さらには、2001（平成 13）年の道路構造令の改正により、「自動車から独立した歩行者・
自転車の通行空間の確保」とおいことで、歩行者専用道路の幅員は、当該道路の地域お

よび歩行者の状況を勘案して、2m以上とするとともに、建築限界についても 2.5mとするこ
とが規定された。 

 
7.2.2 自転車道（自転車歩行者道） 
 
    自転車道が道路構造令に取り上げられたのは、1970（昭和 45）年が最初である。そこでは、
自転車および歩行者が安全かつ円滑に通行することができるように、その幅員、線形、勾配や

建築限界が示された。 
    1974（昭和 49）年に自転車道等の合理的な計画、設計、施工を目的として「自転車道等の
設計基準」（建設省都市局街路課長、道路局企画課長通達）が定められ、1982（昭和 57）年に
は、自転車と自転車歩行車道に区分され、自転車歩行者道は幅員 3m以上と定められた。 
  さらに、2001（平成 13）年の道路構造令の改正により、自転車専用道路の幅員は 3m以上、
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自転車歩行者専用道路の幅員は 4m以上とし、建築限界についても 2.5m とすることが規定さ
れた。 
 

7.3 道路標識 
 
道路標識の設置については「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」（総 
理府・建設省令第３号、昭和 35年 12月 17日発令）に道路標識の「分類」、「種類」、「設置場
所」、「様式」、「設置者の区分」等について述べられている。 
  なお、詳細な設置基準については、道路標識設置基準（昭和 61 年 建設省都市局長、道
路局長通達）に記載されている。 
  

7.3.1 分類・種類・様式・設置場所 
 

道路標識は本標識と補助標識とし、さらに本標識は案内標識、警戒標識、規制標 
識および指示標識に分類される。図 7.3.1に本標識の事例を示す。 
 

  
 

(a) 案内標識 
 

 

   
 

(b) 警戒標識 
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(c) 規制標識 

 

    
 

(d) 指示標識 
 

         

 
(e) 補助標識 

図 7.3.1 道路標識の事例 
 

7.3.2 設置者の区分 
 
（１）道路標識のうち、道路法（昭和 27年法律第 180号）による道路管理者が設置するもの 

①案内標識 
②警戒標識 
③規制標識のうち、「危険物積載車両通行止め」、「最大幅」、「重量制限」、「高さ制

限」および「自動車専用」をしめすもの 
 
（２）都道府県公安委員会が設置するもの 

④規制標識のうち、「大型貨物自動車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車
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通行止め」、「転回禁止」、「追越禁止」、「駐停車禁止」、「最高速度」、「一時停止」等

を標示するもの並びに道路法の道路以外の道路に設置する「重量制限」および「高

さ制限」を標示するもの。 
⑤指示標識のうち、「並進可」、「軌道敷内通行可」、「駐車可」、「停車可」、「優先道路」、

「中央線」、「横断歩道」、「自転車横断帯」、「横断歩道・自転車横断帯」および「安全

地帯」を表示するもの。 
 
（３）道路管理者または都道府県公安委員会が設置するもの 
上記（１）、（２）以外のもの。 

 
 
7.4 区画線 
 

区画線の設置についても「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に区間線 
の「種類」、「設置場所」、「様式」等について述べられている。 

 
7.4.1 区画線の種類および設置場所 
 

表 7.4.1 区画線の種類および設置場所 

種類 設置場所
車道中央線 車道の幅員が5.5m以上の区画内の中央を

示す必要がある車道の中央
車線境界線 ４車線以上の車道の区間内の車線の境界

線を示す必要がある区間の車線の境界
車道外側線 車道の外側の縁線を示す必要がある区間

の車道の外側
歩行者横断指導線 歩行者の車道の横断を指導する必要があ

る場所
車道幅員の変更 異なる幅員の車道の接続点で、車道の幅員

の変更を示す必要がある場所
路上障害物の近接 路上における路上障害物の接近を示す必

要がある場合
導流帯 車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必

要がある場合
路上駐車場 路上駐車場の外縁（歩道に接するものを除  

 
7.4.2 区画線の様式 
 
   区画線の様式について図 7.4.1～7.4.3に示す。 
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図 7.4.1 区画線の様式（１） 
 

図 7.4.2 区画線の様式（２） 
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図 7.4.3 区画線の様式（３） 

 

    

 
図 7.7.4 区画線の事例 
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7.5 立体横断施設 
 
  立体横断施設の設置については、立体横断施設技術基準（昭和 53 年 建設省都市局長、
道路局長通達）にその基準が記載されている。 
  なお、立体横断施設は横断歩道橋､地下横断歩道､ペディストリアンデッキ等を含む。 
立体横断施設のうち横断歩道橋を設置する場合の定められた構造については以下のとおりで

ある。 
 
（１） 横断歩道橋の有効幅員は、200cm 以上とすること。ただし、地下横断歩道については

300cm以上とすること。 
（２） 傾斜路または傾斜路付階段を設けること。（昇降装置等の施設を設置する場合は除く） 
※車椅子等の円滑な進行を考えると、昇降機等の設置が好ましいが、多額の費用を要

することから設置が困難な場合は、傾斜路または傾斜路付き階段とする。 
  この場合の傾斜路および傾斜路付き階段の勾配はそれぞれ 12%、25%を越えてはな
らない。 

（３） 階段等の高さが 300cmを越える場合には、階段の途中に踊り場を設けること。 
（４） 階段の踏面および路面の仕上げは滑りにくいものとすること。 
※晴天時のみの利用だけを考えるのではなく、悪天候時の利用を考慮して、舗装表面を

決定する。 
（５） 階段等および踊り場には手すりを両側に設けること。  

                

 
図 7.5.1 横断歩道橋の整備事例 

※ 参考：三重県ＨＰ 
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7.6 防護柵 
 
7.6.1 防護柵について 
 
    防護柵は、 

① 走行中に進行方向を誤った車両が路外、対向車線または歩道などに逸脱するの 
を防ぐ。 

② 運転者の視線の誘導や歩行者のみだりな横断を抑制する。 
 
等、上記の機能を果たすことを目的として、車道に沿って設置する柵状の施設のことであ

る。 
     防護柵の形式には、ガードレール・ガードケーブル・ボックスビーム等のほか、車両の路外
逸脱防止に目的を絞った変形しない剛性防護柵がある。 
なお、防護柵の設置基準等については、「防護柵の設置基準」（平成 10年国土交通省都
市局長 道路局長通達）に記載されている。 
 

7.6.2 ガードレール 
 
     主連結された波型断面 のビームを支柱で支えた構造物の防護柵のことで、防護柵として

最も一般的なものである。 

   
図 7.6.1 ガードレール（鋼製・木製） 

 
7.6.3 ガードケーブル 
 
     張力を与えたロープ（ワイヤーケーブル）を支柱で支えた構造の防護柵のことで、                 

曲線半径の小さな曲線部では張力によって支柱が傾くため使用できない。 
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図 7.6.2 ガードケーブル 

 
7.6.4 ボックスビーム 
    １本の大きな箱型の形鋼をビームとして使用した防護柵の一種をいい、狭い分離帯での使
用に適している。 

          
図 7.6.3 ボックスビーム 

 
7.6.5 壁高欄 
 
   自動車が道路から飛び出すのを防止するための橋梁用防護柵。当初、鋼製のガー                 
ドレールが用いられていましたが、自動車が衝突しても容易に破損しないことなど、管理が容易

であるという点から、コンクリートの壁状構造にかわったのでこの呼び名になったよう                 
である。 
プレキャスト製品が使用される場合もありますが、正式名称は鉄筋コンクリート壁式                 
防護柵。 
また最近では、車両衝突時の誘導効果等により、前面に勾配のあるフロリダ型のも                 
のも用いられています。 

  
図 7.6.4 壁高欄                図 7.6.5 壁高欄のタイプ 

 119



7.7 道路照明 
 
7.7.1 道路照明の目的 
 
   道路照明の目的は、夜間において、道路交通を安全かつ円滑に走行できるようにすることで
あり、 次に示す視環境を確保するものでなければならない。                                              

    ①道路の線形、道路幅員などの道路の構造 
    ②交差点、分岐点などの左右および存在位置 
    ③道路上の障害物または歩行者などの存否と存在確認 
    ④道路上の運転者自身の位置と動き 
    ⑤他の道路利用者の位置と動き 
    ⑥道路周辺の状況 
 
   なお、道路照明施設の設置基準については、「道路照明施設設置基準」（昭和 56年建設省
都市局長、道路局長通達）に記載されている。  

 
7.7.2 道路照明の要件 
 
   道路照明において、良い視環境を確保するために、次に示す要件を考慮する必要がある。 
    ①路面の平均輝度が適切であること。 
    ②路面の輝度分布が適切な均斉度であること。 

  ③運転者に与えるまぶしさが十分制限されていること。 
    ④誘導性を有すること。 
   （1）路面輝度 
      道路照明における障害物は、一般的に明るい路面を背景として、黒いシルエットとして見
える。そのため路面の明るさ（路面輝度）が十分でない場合には、障害物を視認することがで

きない場合もある。 
     
  （2）グレア（まぶしさ） 
     グレア（まぶしさ）には、次に示す 2 とおりがある。 
     ①不快グレア 
       光源の輝きが眼の順応状態に対して大きい場合に、不快な感じを生じさせるまぶしさの

こと。 
     ②視覚低下グレア 
       背景の高輝度光源などによって、眼球内に生じる散乱光が視対象物の網膜上にかぶさ

って物の見え方を 低下させるまぶしさのこと。 
       視覚低下グレアは、知覚しうる最小輝度差の増加値で表される。 
 
 （3）誘導性 
      運転者が道路を安全に走行するためには、前方の道路線形の変化および分合流の状況

を予知する必要がある。 
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     照明施設によるこのような効果を誘導性という。 
      図 7.7.1は誘導性の悪い例を図 7.7.2は良い例を示す。 
 

            
図 7.7.1 誘導性の悪い例        図 7.7.2 誘導性の良い例 

 
7.7.3 照明設計 
 
 （1）基準輝度 
    路面の基準輝度は、道路の分類、道路周辺部の状況に応じて、表7.7.1に示すように設定さ
れている。 高速自動車国道等のうち、高速自動車国道以外の自動車専用道路にあっては、
必要に応じて下段の値を  （一般国道等で中央分離帯に対向車の前照灯を遮                 
光するための設備がある場合）とることができる。また、特に重要な道路またはその他特別の状

況にある道路においては、表 7.7.1の値にかかわらず、基準輝度 を 2cd/m2まで増大すること
ができる。 

 
 

                 表 7.7.1 輝度基準              （単位：cd／m2） 

   （注） 外部条件 
       A:道路交通に影響を及ぼす光が連続的にある道路沿道の状態。 
       B:道路交通に影響を及ぼす光が断続的にある道路沿道の状態。 

     C:道路交通に影響を及ぼす光がほとんどない道路沿道の状態。 
                                     （道路照明施設設置基準・同解説）  
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（2）照明方式 
    道路照明方式には、ポール照明方式、ハイマスト照明方式、高欄照明方式、およびカテナリ
ー照明方式などがある。 

    使用目的や場所に応じた使い分けを、各照明方式別に比較し表 7.7.2に示す。 
 

表 7.7.2 照明方式の比較 

 
 （3）照明器具の選択 
    道路照明に使用される照明器具は、一般にハイウエイ形と呼ばれる器具であり、配光上から
は 3つのタイプ （カットオフ形、セミカットオフ形、ノンカットオフ形）に分けることができる。 

    道路照明施設設置基準では、灯具配光の選定は表 7.7.3を推奨している。 
    灯具は、原則としてハイウエイ形道路照明器具とし、その配光は、カットオフ形、セミカットオ
フ形の２種類とする。 

    これらの使用区分は、道路分類および外部条件に応じて表 7.7.3の上段を用いることを標準
とし、場合によっては下段を用いることもできる。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 122



表 7.7.3 灯具配光の選定 

（道路照明施設設置基準・同解説）  

 
 （4）灯具の配置 
    道路照明の灯具の配置には、片側配列、千鳥配列および向き合わせ配列の 3 とおり（図

7.7.3）がある。 

 
図 7.7.3 灯具の配列 

 
 (5)灯具取付け高さ、オーバーハ ング、傾斜角度                                      
   灯具の取付け位置と高さは、路面輝度の大きさと運転者に対するまぶしさから決定する。 
まぶしさは、灯具の高さによる影響が最も大きく、光源光束が大きくなるほど器具の取付け高

さを高くとらなければならない。 
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図 7.7.4 灯具の取付け高さ、オーバーハング、傾斜角度 

 
表 7.7.4 灯具の取付け高さ、オーバーハングおよび傾斜角度 

表 7.7.5 灯具取付け高さおよび間隔    

   （注） W:車道幅員                        （道路照明施設設置基準・同解説） 
 

 
（6）道路照明の運用 
   照明経済の見地から、深夜交通量が大幅に減少する道路においては、照明を半減すること
がある。 しかし、この場合でも誘導性を保って減少しなくてはならない。 誘導性を保って減光を
行うためには調光形安定器（調光時には光束、電力とも約半分）が利用され、 誘導性を維持しな 
がら電力の節減が図れる。 
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7.7.4 照明計算と実際 
 
 （1）照明計算 
    照明設計は、種々の項目を検討した上で、照明計算を行う。なお、照明設計は、一般的に
図 7.7.5に示す 手順で行う。 

図 7.7.5 照明設計の手順 
  
 （2）照明率の算出 
    照明率とは、照明器具中のランプ光束のうち、どの程度の部分が実際に路面へ到達するか
を示すもので、 ランプと器具の種類、取付け方法で異なる。 

     
（3）保守率の設定 

   保守率とは、ランプの働程中の光束減衰、器具やランプの汚れによる光束減衰、器具の劣化
による光束減衰のすべてを含めた使用期間中の光束の初期光束に対する最大の減衰比率を

いう。 
                   表 7.7.6 保守率の標準値          

（道路照明施設設置基準） 
※出典：岩崎電気（株）HP他   
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7.8 視線誘導標 
 
7.8.1 視線誘導標について 
  
   視線誘導標（デリネーター）は、道路がカーブしているところや、道路上の障害物、道路幅

員の変化するところに、夜間、車のライトで反射するよう設置している。  
   路端や道路線形を示し、ドライバーの視線を誘導するために設置しているもので、夜間や雪、

霧などで見通しが悪い時、車のライトに反射して、ドライバーがカーブの大きさなどを判断する 
のに役立つ。 
   自動車が夜間走行する場合には、その前照灯（車のライト）によって前方方向を明らかにして

走行するが、それでは明確に把握できる範囲は限られる。 これに対応するためには、道路照
明施設があるが、設置・維持に多額の費用を必要とするため、道路照明施設があるのは、ある

交通量以上の道路を対象にしているのが実態である。 
このようなことから、費用、効果等を考慮した夜間における視線の誘導として視線誘導標識

が使用されており、車のライトの光を屈折させて、輝いて見える。 
色は、左側路側が白色、中央分離帯および右側路側が橙色と決められている。  

   なお、視線誘導標の設置基準については、「視線誘導標設置基準」（昭和 59年建設省都市
局長、道路局長通達）に記載されている。  

 
7.8.2 視線誘導標の事例 
 
 (1)防塵視線誘導標   
   反射体の表面に付着したほこりや砂塵を自然風あるいは自動車が通過した時の風圧により
プロペラが回転し、反射性能を低下させることなく視線誘導が可能になる。 交通量の多い場
所、砂塵の多い場所、トンネル内等に特に設置している。 

    
 
                     図 7.8.1 視線誘導標の事例(1) ［防塵視線誘導標］ 
                                                                           

(2)線形誘導標示板 
     急カーブなどの見通しの悪い場所で、道路の線形および屈曲の度合いを運転者に明示す
るための施設である。様式としては、黄色地に黒の斜線を付したものが多い。 
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図 7.8.2 視線誘導標の事例(2) ［線形誘導標示板］ 
 
(3)大型デリネーター 
障害物や急カーブ等危険な場所を明示して、事故の防止や構造物の保護を図るために設

置されている。 

 
図 7.8.3 視線誘導標の事例(3) ［大型デリネーター］ 

 
(4)道路点滅鋲 

    電気代のかからないソーラー式電池を使用した４面自発光する道路鋲。見通しが悪く、それ
ほど広くない交差点等の中心に設置し、運転者に交差点の存在を知らせる。 

                                                                                                 
(5)道路縁石鋲 
ソーラー式電池で自発光する道路鋲で、連続的に道路縁石上に設置し、運転者に対し視線

誘導と道路形状の案内を行う。 
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［道路点滅鋲］            ［道路縁石鋲］ 

図 7.8.4 視線誘導標の事例(4) 
                                                                                                 

(6)車両誘導発光標識 
ソーラー式電池で自発光する標識で、道路のカーブ地点やT字交差点に設置し、運転者の
視線を誘導するとともに危険を知らせる。 

      
図 7.8.5 視線誘導標の事例(5)［車両誘導発光標識］ 

 

   
          ［ポストコーン］                    ［スノーポール］ 

図 7.8.6 視線誘導標の事例(6)  
※ 出典：国土交通省中国地方整備局ホームページ他 

 
 

 128



7.9 道路反射鏡 
 
7.9.1 道路反射鏡について 
 
   道路反射鏡（カーブミラー）は、交差点、道路の曲がり角や急カーブの、見通しの悪い所に

設置するものであり、運転席からは見えない場所にいる車や歩行者の存在を知らせてくれるも

のである。 
   なお、道路反射鏡の設置基準については、「道路反射鏡設置指針」（昭和 55 年日本道
路協会発行）に記載されている。 

 
図 7.9.1 道路反射鏡（カーブミラー）設置標準図 

 
7.9.2 道路反射鏡の事例 
 
   道路状況や周囲の環境によって、道路反射鏡の使われ方にもいろいろなケースがあり、

様々な方法を利用することによってどのような道路状況にも適した使用が可能となる。 
    ここではその代表的な例をご紹介する。 
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(1)細道のＴ字交差点 
   従道路の正面で主道路の両方向が見やすい安全な場所に設置する。 

   
図 7.9.2 細道のＴ字交差点 

 
(2)信号機のない十字交差点 

交差点の左前方の見やすい安全な位置に設置します。交差点の左前方に道路反射鏡を設

置する場所がない場合には、交差点右側の見やすい安全な場所に設置する。 

   
図 7.9.3 信号機のない十字交差点 
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(3)曲線カーブ道路 
曲線半径が小さい場合、内側車線および外側車線から最も見やすい地点に設置する。一般

的には曲線部の頂点に設置する。 

   
図 7.9.4 曲線カーブ道路 

 
(4) 駐車場などの出入口 
駐車場などの出入口に右方向の安全確認をするため左側に設置する。 

  

    
図 7.9.5 駐車場などの出入口 

※ 出典：道路反射鏡協会ホームページ他 
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7.10 視覚障害者誘導用ブロック 
 
7.10.1 視覚障害者誘導用ブロック設置について 
 

視覚障害者誘導用ブロック設置については、「視覚障害者誘導用ブロック設置指針」（昭 
和 60年 建設省都市局街路課長・道路局企画課長通達）に記載されている。 
 以下に、その主な内容について記す。 

  
(1)定義   

視覚障害者誘導用ブロックは、視覚障害者が通常の歩行状態において、主に足の裏の

触感覚でその存在および大まかな形状を確認できるような突起を表面につけたブロックで

あり、道路および沿道に関してある程度の情報を持って道路を歩行中の視覚障害者に、

より正確な歩行位置と歩行方向を案内するための施設である。 
 

 (2)種類および対象とする道路 
 視覚障害者誘導用ブロックの種類は、原則として次のとおりとする。 
① 点状ブロック（警告ブロック）：点状の突起をその表面につけたブロック。 
② 線状ブロック（誘導ブロック）：平行する線状の突起をその表面につけたブロック。 

 また、設置対象となる道路は、視覚障害者の歩行が多い道路、公共交通機関の駅等と視

覚障害者の利用が多い施設とを結ぶ道路等には、必要に応じて視覚障害者誘導用ブロック

を設置するものとする。 
 

(3)基本的な考え方 
視覚障害者誘導用ブロックは、視覚障害者の利便性の向上を図るために、視覚障害者 
の歩行上必要な箇所に、現地での確認が容易で、しかも覚えやすい方法で設置するものと

する。  
 
(4)設置の原則 
① 視覚障害者誘導用ブロックは、歩道（自転車歩行者道、立体横断施設、横断歩道の途

中にある中央分離帯等を含む。）上に設置するものとする。 
② 線状ブロックは、視覚障害者に、主に誘導対象施設等の方向を案内する場合に用いる

ものとする。視覚障害者の歩行方向は、誘導対象施設等の方向と線状突起の方向とを

平行にすることによって示すものとする。                                                        
点状ブロックは、視覚障害者に、主に注意すべき位置や誘導対象施設等の位置を案

内する場合に用いるものとする。 
③ 障害物を回避させるための案内、複雑な誘導経路の案内および公共交通機関の駅等

と視覚障害者の利用が多い施設とを結ぶ道路の案内を行う場合においては、必要に

応じて継続的直線歩行の案内を行うものとする。 
④ 視覚障害者誘導用ブロックは、視覚障害者が視覚障害者誘導用ブロックの設置箇所

にはじめて踏み込む時の歩行方向に、原則として約60cmの幅で設置するものとする。
また、継続的直線歩行の案内を行う場合の視覚障害者誘導用ブロックは、歩行方向の
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直角方向に原則として約 30cmの幅で設置するものとする。 
⑤ 一連で設置する線状ブロックと点状ブロックとはできるだけ接近させるものとする。 
⑥ 視覚障害者誘導用ブロックは、原則として現場加工しないで正方形状のまま設置する

ものとする。 
⑦ 視覚障害者誘導用ブロックを一連で設置する場合は、原則として同寸法、同材質の視

覚障害者誘導用ブロックを使用するものとする。 
 
(5)材料と色彩 
視覚障害者誘導用ブロックの材料としては十分な強度を有し、歩行性、耐久性、耐摩耗性に 
優れたものを用いるものとする。 
また、視覚障害者誘導用ブロックの平板の歩行表面および突起の表面の色彩は、原則とし

て「黄色」とする。 
 
7.10.2 視覚障害者誘導用ブロックの事例 
 
(1) 警告ブロック（点状ブロック） 
  点状ブロックは、主として危険箇所および曲がり角などの注意喚起、並びに 誘導対象施設の
所在を示すために用いる。なお、危険物を回避させる場合、複雑な誘導経路の場合、視覚障害

者が頻繁に利用 する場合などにおいては、継続的に敷設する。 
① 大きさ：縦 30cm以上、横 30cm以上 
② 色：原則「黄色」とし、周囲の床材との明度差が大きく識別しやすい色 

      ※黄色は弱視の方が見やすい。 
③ 材質：十分な強度、耐久性、 すべりにくい材質 

  ④ 突起の形状：認識しやすい形状 
      ※注意喚起・警告を促す場合は、点状の突起とする。 

    
図 7.10.1 警告ブロック（点状ブロック） 
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(2) 誘導ブロック（線状ブロック） 
   線状ブロックは、主として誘導対象施設の方向を案内するために用いる。その設置は、通行
動線の方向と線状突起の方向とを平行にする。 

※移動の方向を示す場合は線状の突起とする。 
 

    
図 7.10.2 誘導ブロック（線状ブロック） 

※出典：札幌市ホームページ、京都市ホームページ他 
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第８章  まとめ 
 
 開発途上国のなかには、自国独自の技術基準を持たない国も多く、また、自国独自の基準をも

っていても、その内容等に不備があることも多く、多くの開発途上国で道路技術基準の移転が望

まれているという実態が判った。 
しかし、道路技術基準は多岐に亘っており、早急な技術移転が望まれるのものと、英語圏先進

諸国発行の基準を参照としているもの、また、将来的なニーズから技術移転が望まれるものが混

在している。 
昨年度行ったアンケート調査および JICA 専門家等からの御意見を参考に、開発途上国にお
ける技術基準移転の優先度について、評価を実施した。 
 評価にあたっては、整備の必要性、現状での不備、整備の早急性の３項目で評価をした。総合

評価では、道路幾何構造、舗装、安全施設に関する技術基準の移転の優先度が高い結果となっ

た。 
この結果を踏まえて、本報告書では、道路幾何構造、舗装、安全施設に関する技術基準に関

する日本における実績を事例を交えて記述した。 
開発途上国における道路インフラ設備の整備、改善に関してサステナブルな発展に向けて適

用されたい。 
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